
　木津川上流域で活動できる河川レン
ジャーを募集します。実施した活動に
対して日当・交通費などの経費の一部
を支援します。
※詳しくは、お問い合わせいただくか、

木津川上流河川事務所ホームページ
をご覧ください。

【対象者】　満 18 歳以上
【申込方法】　応募書を郵送で下記まで
【申込期限】　９月 30 日㈬
申・問 木津川上流管内河川レンジャー
　　 事務局（（一社）近畿建設協会）
　　 ☎ 0742-33-1300

河川レンジャー募集

お知らせ

　地域経済を維持・発展させるため、
起業する人や経営革新を行う人に対し
て、その経費の一部を補助します。申
請書類と審査会（8/14 予定）により
採択者を決定します。

【対象事業】
①起業支援事業：

市内にある空き家・空き店舗を利用
し、新たな事業を創出する取り組み

②経営革新支援事業：
新商品の開発・新市場の開拓・生産
性向上などの、既存事業の経営革新
を行う取り組み

【対象者】
①個人または法人
②市内に事業所などがある個人または

法人
※上記以外に要件があります。詳細は

募集要項をご確認ください。
【補助金額】　改修費・付帯設備費およ
び広告宣伝や商品開発などに要する経
費の２分の１以内
① 20 ～ 150 万円
② 20 ～ 50 万円

【申込方法】　申請書に必要事項を記入
し、必要書類を添付の上、下記まで
※申請書や募集要項などは市ホーム

ページからダウンロードできます。
【申込期限】
　７月 29 日㈬　午後５時必着
申・問 産業政策課
　　 ☎ 22-9669　FAX 22-9695
　　 sangyou@city.iga.lg.jp

起業・経営革新促進事業
補助金（第２期募集）

　住宅用火災警報器は、火災をいち早
く知らせ、大切な命を守るための機器
です。
　住宅火災による死者数は、すべての
火災の約７割を占めています。そのう
ちの約５～６割が逃げ遅れによるもの
とされています。また、住宅用火災警
報器を設置している場合は、設置して
いない場合に比べ、死者数と損害額は
半減、焼損床面積は約６割減少すると
いう調査結果があります。大きな被害
を防ぎ、大切な命を守るために、住宅
用火災警報器を設置しましょう。
　また、設置されている住宅用火災警
報器は定期的に作動確認を行い、設置
後 10 年を目安に交換しましょう。
問 消防本部予防課
　 ☎ 24-9105　FAX 24-9111

住宅用火災警報器を
設置しましょう

　昨年は 534 点の応募がありました。
「読書」は豊かな人間性や考える力を
育みます。「感想文」で心が動いたそ
の瞬間をことばで表現してみませんか。

【課　題】　自由　※未発表のもの　
【応募資格】
　市内在住・在勤・在学の人

【応募区分】
◦第１部：高校生・大学生・一般
◦第２部：中学生
◦第３部：小学生

【原稿枚数】
◦第１部・第２部：
　４枚半以上５枚以内
◦第３部：
　（小学５・６年生）
　２枚半以上３枚以内
　（小学３・４年生）
　２枚以上３枚以内
　（小学１・２年生）　２枚以内
※応募用の原稿用紙は市ホームページ

からダウンロードできます。
【褒　賞】　入賞者には、賞状と副賞を
お渡しします。

【応募方法】
　応募票に題名・氏名・住
所などを記入の上、原稿に
添えて郵送・メール・応募
フォームまたは持参で下記
まで。応募票は、中央図書館・各分館・
移動図書サービスにあるほか、市ホー
ムページからダウンロードできます。
【応募期間】
　９月１日㈫～ 28 日㈪
申・問 伊賀市中央図書館
　　 ☎ 21-6868　FAX 21-8999 
　　 tosho@city.iga.lg.jp

伊賀市読書感想文
コンクール作品募集

応募フォーム

【募集戸数】
◦木根団地（一般・単身世帯＊１） １戸
◦河合団地　優先※（子育て支援世帯＊２）

１戸
◦下川原団地　一般（子育て支援世帯）

　１戸
＊１…入居できる単身世帯は、高齢者

（60 歳以上）、障がい者、生活
保護受給者など

＊２…子育て支援世帯とは、０歳から
義務教育終了までの子と同居
し、かつ養育している世帯

※優先…子育て支援世帯でひとり親、
高齢者（60 歳以上）、障がい者、
生活保護受給者のいずれかの条
件に当てはまる世帯。対象者は、
一般入居抽選に先立ち抽選を行
い、落選した場合でも再度一般
入居抽選に参加できます。

【入居資格】
　複数の条件があるため、詳しくは市
ホームページをご覧ください。

【申込方法】
　住宅政策課・各支所（上野支所を除
く。）にある申込用紙に必要事項を記
入の上、郵送または持参で下記まで
※持参の場合は各支所（上野支所を

除く。）でも受け付けます。
【申込期間】　７月１日㈬～ 15 日㈬
　午前９時～午後５時
※土 ･ 日曜日を除く。
※郵送の場合は７月 15 日㈬必着

◆公開抽選会
【と　き】　８月 18 日㈫
　　　　　午前９時 30 分～

【ところ】　本庁舎　３階会議室 301
※抽選開始時間に不在の場合は、失格

になります。
申・問 住宅政策課
　　 ☎ 22-9737　FAX 22-9736

市営住宅の入居者募集

◆伊賀市消防署所適正配置基本構想
　（中間案）

　伊賀市消防署所の適正配置を検討す
るため、「伊賀市消防署所適正配置検
討委員会」を設置し、基本構想（中間
案）を作成しました。人口減少社会で
持続可能な消防行政サービスの実現に
向け、意見を募集します。

【閲覧方法】
◦市ホームページ
◦消防本部１階ロビー
◦各分署・出張所
◦本庁舎１階ロビー
◦各支所
◦各地区市民センター

【提出方法】　ウェブフォームまたはご
意見記入用紙に、氏名・住所・電話番
号・「該当ページ・該当箇所」とそれ
に対する「意見内容」を記入し、下記
まで。持参の場合は、各分署・出張所
でも受け付けます。
※提出いただいた意見は検討資料と

し、市ホームページで公表します。
※個別の回答は行わず、いただいた意

見は返却しません。
【提出期限】
　７月 22 日㈬　午後４時 30 分必着
申・問 消防総務課
　　 ☎︎ 24-9100　FAX 24-9111

市民意見（パブリック
コメント）を募集します

◆平尾水路の水になる取水口から田んぼまで
【と　き】　７月 26 日㈰
　午前９時 30 分～午後０時 30 分

【ところ】　名張市下比奈知～中央公園
【対象者】　小学生以上
　（小学４年生以下は保護者同伴）

【定　員】　20 人
【申込方法】
　申込フォーム

◆ガーネットを探しながら、地層や
　岩石を観察し、川の働きを学ぼう

【と　き】　８月 30 日㈰
　　　　　午前９時～ 11 時

【ところ】　宇陀市室生大野
【対象者】　小学生以上
　　　　　（小学生は保護者同伴）

【定　員】　20 人
【申込方法】
　申込フォーム

◆源寄道★はじめての沢登りごっこ
＠日神渓谷

【と　き】　８月 22 日㈯
　　　　　午前９時～午後２時

【ところ】　日神渓谷
　　　　　（津市美杉町太郎生）

【対象者】　小学３年生以上
　　　　　（小学生は保護者同伴）

【定　員】　20 人
【申込方法】
　申込フォーム

◆名張川源流探検（三峰山登山）
【と　き】　９月 27 日㈰
　　　　　午前８時～午後３時 30 分

【ところ】　三峰山（奈良県御杖村）
【対象者】　小学生以上
　　　　　（小学生は保護者同伴）

【定　員】　25 人
【申込方法】
　申込フォーム

【申込期限】　７月 16 日㈭
※抽選で当選者を決定します。案内文書

の発送をもって、当選の発表とします。
申・問 木津川上流管内河川レンジャー
　　 事務局（（一社）近畿建設協会）
　　 ☎ 0742-33-1300
　　 FAX 0742-34-1482

夏休み自由研究！身近な
川で自然観察をしよう

申込フォーム

申込フォーム

申込フォーム

申込フォーム

【と　き】　８月６日㈭
　　　　　午後１時 30 分～３時

【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階学習室２

【対象者】　がん患者・家族など
【申込方法】　電話
申・問 三重県がん相談支援センター
　　 ☎ 059-223-1616
　　 FAX 059-202-5911

がん患者と家族の
おしゃべりサロン in 伊賀

　エンディングノートとは、最期まで
自身の尊厳を守るために、自身が希望
する生き方や今後の人生、医療・介護
に関する意思決定などについて、家族
や大切な人に伝えたい内容を記すノー
トのことです。
　自分らしい人生を考えるきっかけと
して役立ててみませんか。

【配布場所】
　地域包括支援センター、健康推進課、
各支所、各地区市民センター
※市ホームページからもダウンロード

できます。
※数に限りがありますので、なくなり

次第終了します。
問 地域包括支援センター
　 ☎ 26-1521　FAX 24-7511

エンディングノート
配布中

防災・情報アプリ
H

ハ ザ ー ド ン

AZARDONで配信中！
◦災害緊急情報
◦気象情報
◦地震情報
◦土砂災害情報
◦火災情報
◦行政情報
◦自治協議会・自治会からのお知らせ
問 防災危機対策局
　 ☎ 22-9640
　FAX 24-0444
　 kikikanri@city.iga.lg.jp

開庁時間（行政窓口等
受付時間）変更

令和８年９月１日㈫から
午前 9 時〜 午後 4 時 30 分
※電話受付については令和９年４

月１日㈭から変更します。
※毎週木曜日に実施している延長

窓口（午後７時 30 分まで）は、
令和９年度から廃止します。

市役所本庁舎、支所、
ハイトピア伊賀

（施設内の行政窓口）、
ゆめが丘浄水場管理本館

（上下水道部）

ご理解・ご協力をお願いします

詳しくはこちら▲

対 象 施 設

　　お薬手帳を1 冊に
　まとめましょう

問 医療福祉政策課
　 ☎ 22-9705　ＦＡＸ 22-9673

　複数のお薬手帳を持っている人
は、１冊にまとめて適切な管理を
行いましょう。

お薬手帳

飲んでいる薬や治療歴
の管理ができて安心

2026.723 2026.7 22


